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Ｑ． 

日本からベトナムの販売代理店にパッケージング機械を輸出したいと考えて

います。ベトナム側での輸入準備を済ませていますが、日本からの輸出制限はな

いでしょうか。（製造業） 

 

Ａ． 

本件の場合、日本の安全保障貿易管理上の手順等にもとづき、経済産業大臣の

許可が必要か否かについて確認（＝リスト規制、キャッチオール規制にもとづく

該非判定）する必要があります。 

 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/21_JPN_Security.pdf

